
 
 

 

「神戸市教育委員会職員の職員団体の活動における職務専念義務違反に関する 

調査委員会」の報告を踏まえた対応 

 

神戸市教育委員会職員の職員団体の活動における職務専念義務違反に関する調査委員会

（以下、「第三者委員会」という。）の報告において確認された事実に基づき、職務専念義

務違反の行為者並びに教育委員会事務局職員の処分等を行ないました。   

これらの行為・対応については、市民の皆様の信頼を著しく失墜する行為であり、神戸

市教育委員会として、今回の事態を深く反省するとともに、心からお詫び申し上げます。 
 

Ⅰ 関係職員の懲戒処分等（処分年月日：平成３１年４月２３日） 

１．事務局職員 

 

平成２５年度から平成３０年度において、神戸市立高等学校教職員組合からの職

務専念義務の免除申請を、適切かどうかの審査をしていないなど、違法又は著しく

不当な対応を行っていた、当時の教職員課長及び教職員課人事係長、並びに管理監

督責任として当時の総務部長の処分を行った。 
 

処分量定 対象者（現所属） 元役職 人数 

戒 告 
行財政局 課長級職員 （男性、６０歳） 

教職員課長 ３名 水道局 課長級職員（男性、５４歳） 
教育委員会事務局 課長級職員（男性、４７歳） 

訓戒（文書） 
企画調整局 課長級職員（男性、４６歳） 教職員課 

人事係長 ２名 
教育委員会事務局 係長級職員（男性、４０歳） 

訓戒（口頭） 
経済観光局 局長級職員（男性、５８歳） 

総務部長 ３名 会計室 局長級職員（男性、５６歳） 
環境局 部長級職員（男性、５２歳） 

    ※ただし、懲戒処分に伴う昇給号給数減による給与への影響は、若年層ほど大

きくなることから、当時、係長級の者については５年を超えた次の査定昇給

時に号給数を復元させる。     
 
 

２．神戸市立高等学校教職員組合 

 

平成２９年度から平成３０年度において、交渉を行なうとして職務専念義務の免

除を受けながら、実際には全く交渉を行わなかった日が存在する点については違法

であることから、当時の本部役員並びに支部役員の当該者の処分を行った。 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※支部役員については、上記非違行為への関与度合から量定の軽減を行う。 
 

 
Ⅱ 給料等の不適正支給にかかる返還請求 

 

交渉を行なうとして職務専念義務の免除を受けながら、実際には全く交渉を行わな

かった日（平成２９年度２２日間、平成３０年度１３日間）の職務専念義務違反に基

づく給料等の不適正な支給額については、返還請求を行った。 
   
     返還請求 ２５件 合計額 ３，００４，００２円 

（給料等分 ２，８３７，６４５円  遅延利息分 １６６，３５７円） 

 

処分量定 本部役員 人数 

戒 告 

執行委員長 （教諭、男性、５４歳） 

６名 

副執行委員長（教諭、男性、６２歳） 
副執行委員長（教諭、男性、５７歳） 
書記長（教授、男性、５３歳） 
書記次長兼会計（教諭、男性、５０歳） 
書記次長（教諭、男性、５１歳） 

訓戒（口頭） 

支部役員 （主任実習助手、女性、５６歳） 

１９名 

支部役員 （教諭、男性、６０歳） 
支部役員 （教授、男性、５３歳） 
支部役員 （教諭、男性、５９歳） 
支部役員 （教諭、男性、６１歳） 
支部役員 （教諭、男性、５７歳） 
支部役員 （教諭、女性、５１歳） 
支部役員 （教諭、男性、４３歳） 
支部役員 （担当係長、男性、５０歳） 
支部役員 （教諭、男性、５７歳） 
支部役員 （教諭、男性、３３歳） 
支部役員 （教諭、女性、３２歳） 
支部役員 （教諭、女性、４２歳） 
支部役員 （教諭、女性、５３歳） 
支部役員 （教諭、女性、４７歳） 
支部役員 （教諭、女性、５３歳） 
支部役員 （教諭、女性、４０歳） 
支部役員 （教諭、女性、２５歳） 
支部役員 （教諭、女性、２７歳） 


